
Smart Data Platformサービス利用規約 共通編 【現改⽐較表】 2023年8⽉9⽇時点 
〜2023年8⽉8⽇ 2023年8⽉9⽇〜 

 

1/1 

Smart Data Platformサービス利用規約 共通編 
 

Smart Data Platformサービス利用規約 共通編 
 

 
第1章 総則 

 
第1章 総則 

（用語の定義） 
第5条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

（用語の定義） 
第5条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 用語 用語の意味   用語 用語の意味  
 （略） （略）   （略） （略）  
     11 お客様契約

番号 
SDPFサービスに係る契約を識別する番号であって、ご利用内
容のご案内に記載される番号 

 

  
第2章 契約 第2章 契約 

（利用申込） 
第7条 SDPFサービスの利用（SDPFサービスの契約内容の変更に係るものを含みます。）
を希望する場合は、本規約に同意の上、当社所定の方法により申込むものとします。た
だし、別冊又は当社のサービスサイト（https://sdpf.ntt.com/）に別段の定めのある
場合は、その定めるところによります。 

（利用申込） 
第7条 SDPFサービスの利用（SDPFサービスの契約内容の変更に係るものを含みます。）
を希望する場合は、本規約に同意の上、当社所定の方法により申込むものとします。た
だし、別冊又は当社のサービスサイト（https://sdpf.ntt.com/）に別段の定めのある
場合は、その定めるところによります。 

2〜3 （略） 2〜3 （略） 
4 当社は、SDPFサービスの利用申込単位ごとに、SDPFサービスに係る契約IDを付与し
ます。 

4 当社は、SDPFサービスの利用申込単位ごとに、SDPFサービスに係るお客様契約番号
を付与します。 

  
料金表 
通則 

料金表 
通則 

（料金の計算方法等） （料金の計算方法等） 
2 当社は、別冊に別段の定めがない限り、１の契約IDごとに1の料金⽉に発生した利用
料金を合算して、その料金⽉における料金として請求します。 

2 当社は、別冊に別段の定めがない限り、１のお客様契約番号ごとに1の料金⽉に発生し
た利用料金を合算して、その料金⽉における料金として請求します。 

  
  

附則（令和5年8⽉2⽇ ＣＮＳ１サ第000400002267-01号） 
 この改正規定は、令和5年8⽉9⽇から実施します。 
  

 


